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医医医医療療療療関関関関係係係係及及及及びびびび医医医医療療療療関関関関係係係係書書書書籍籍籍籍・・・・ビビビビデデデデオオオオ・・・・CCCCDDDD----RRRROOOOMMMM 等等等等のののの広広広広告告告告ににににつつつついいいいてててて

前略 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本年 4 月 1 日より改正医療法が施行され、医療広告の規制が緩和されてお

ります。それに伴い、現在弊社媒体で掲載させていただいております医療広告（美

容整形外科クリニックの書籍・ビデオ・CD-ROM 広告の体裁をとった原稿）の多くが、

新規制に抵触することが確認されました。

改正医療法に基づく広告規制は、当該医療機関だけでなく、広告会社、媒体社も

対象となり、弊社としましても法令遵守の立場から、改正医療法の規制に沿った広

告に切り替えるよう、お願いをすることとなりました。

新規制の詳細につきましては、「医療広告ガイドライン」（平成 19 年 3 月 30 日、

厚生労働省医政局長通知）をご参照いただき、改正医療法を遵守した原稿を作成し、

お送りくださいますよう、お願い致します。

なお、新原稿への切り替えにつきましては、本年 11 月発売以降の全雑誌において

適用させていただきます。

以上、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 草々

※関連資料として、日本雑誌広告協会倫理委員会で配布された「医療機関の広告規

制緩和についての要点」を添付いたしますのでご参照ください。また、3 月 30 日付

厚生労働省「医療広告ガイドライン」につきましては、日本雑誌広告協会事務局倫

理委員会担当へお問い合わせください。
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